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第３回袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会 会議録要旨 

 

１ 開催日時  令和６年２月１９日（月） 午後１時５５分開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 北庁舎３階災害対策室 

 

３ 出席委員 

会 長 鈴木 文彦 委 員 正能 俊輔 

副会長 小島 悟 委 員 吉田 文雄 

委 員 髙橋 直人 委 員 西田 隆司 

委 員 鈴木 一三 委 員 小野 喜実 

委 員 佐川 正和 委 員 東原 良仁 

委 員 成田 斉 委 員 安藤 洋子 

委 員 髙橋 晴樹 委 員 久木田 良子 

委 員 鈴木 利和 委 員 山上 拓也 

（代理出席） 

委 員 深山 宏樹 代理 佐藤 

（欠席委員） 

 

 

 

 

 

４ 出席職員 

企画政策部次長兼企画政策課長 平野 剛志 

企画政策部企画政策課 副参事 勝畑 孝光 

企画政策部企画政策課 主査 佐伯 洋輔 

企画政策部企画政策課 主任主事 戸田 直斗 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ３人 

傍聴人数 １人 

 

６ 議 題 

【審議事項】 

（１）道路運送法の改正に伴う袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会規約の改正について 

（２）令和６年度事業（案）及び予算（案）について 

（３）デマンド交通実証事業の運行地区の拡大について 

委 員 小松 直人 

委 員 村山 直樹 

委 員 小泉 和美 

委 員 小泉 友幸 
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【報告事項】 

（１）デマンド交通実証事業の運賃設定にかかる意見公聴について 

（２）ガウランドバス空席利用の試行運行について 

 

７ 議 事 

事務局 

(勝畑副参事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(勝畑副参事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

本日は、お忙しい中ご出席いただきまして 誠にありがとうございま

す。 

定刻となりましたので、ただ今から、令和５年度第３回袖ケ浦市地域

公共交通活性化協議会を開催いたします。 

会議に入ります前に、本日の出席者数について報告いたします。 

本日の出席者は、１７名でございます。 

全委員２１名の過半数の出席をいただいておりますので、協議会規約

第８条の規定により会議は成立いたします。 

なお、小松委員、村山委員、小泉和美委員、小泉友幸委員は所用のた

め欠席との連絡をいただいております。 

また、所要のため、深山委員の代理で佐藤様にご出席いただいており

ますので、ご報告いたします。 

次に、配布いたしました資料を確認させていただきます。 

まず、先にご送付させていただいております、「会議次第」「会議資料」

と本日机の上に配布させていただきました、「座席表」の以上 3 点でご

ざいます。資料の配布漏れはございませんか。 

続きまして、鈴木会長より、ご挨拶を賜りたいと存じます。 

 

（会長あいさつ） 

 

鈴木会長ありがとうございました。 

 

 議事に入ります前に、本会議の公開について説明させていただきま

す。 

 本会議は「袖ケ浦市付属機関等の会議の公開に関する要綱」に規定さ

れております「付属機関等」に属しますので、原則公開することとし、

会議録につきましては、発言者の氏名を記載し、要点筆記により調製の

うえ公開してまいりますのでご了承願います。 

 

 それでは、協議会規約第７条第１項の規程により、会長が会議の議長

となることとなっておりますので、これからの議事進行を鈴木会長にお

願いしたいと存じます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、規約によりまして、私が議長の役目を務めさせていただき

ます。ご協力の程よろしくお願いいたします。 
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事務局 

（佐伯主査） 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

成田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

次第３ 議題 審議事項１ 「道路運送法の改正に伴う袖ケ浦市地域

公共交通活性化協議会規約の改正について」事務局より説明をお願いし

ます。 

 

 

（事務局より、資料に基づき説明） 

 

 

ありがとうございました。それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

ただ今の事務局からの説明について、ご質問、ご意見がありましたら、

ご発言をお願いいたします。なお、複数質問がある場合も、おひとつず

つ質問をお願いいたします。 

 

地域公共交通を支える旅客運送には、一般乗合旅客自動車運送事業

が、主要な乗合旅客運送になりますが、一部実験的な運行では、一般貸

切旅客自動車運送事業が許可を受けて行う乗合旅客運送、また、僻地で

自家用自動車を使った有償による旅客運送という形態もないわけでは

ありません。 

今後、袖ケ浦市の中でこうした協議を進める中では、あくまでも、一

般乗合旅客自動車運送事業者による手続きを運賃協議分科会でやって

いくということで、間違いがないかだけ確認をさせていただければと思

います。 

 

その通りでございます。 

 

 

その他に何かございますか。 

 

質疑が無いようですので、議決を取りたいと思います。 

 

 審議事項１「道路運送法の改正に伴う袖ケ浦市地域公共交通活性化協

議会規約の改正について」、承認される委員は挙手をお願いします。 

 

（賛成委員挙手） 

 

賛成多数ですので、審議事項１「道路運送法の改正に伴う袖ケ浦市地

域公共交通活性化協議会規約の改正について」は、承認といたします。 

 

それでは、次の議題に移ります。審議事項２「令和６年度事業（案）

及び予算（案）について」事務局より説明をお願いします。 
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議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

成田委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

 

 

 

 

成田委員 

 

 

 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

 

成田委員 

 

 

 

髙橋直人委員 

 

 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

（事務局より、資料に基づき説明） 

 

 

ありがとうございました。それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

ただ今の事務局からの説明について、ご質問、ご意見がありましたら、

ご発言をお願いいたします。なお、複数質問がある場合も、おひとつず

つ質問をお願いいたします。 

 

第１回目の協議会の議題について、デマンド交通実証事業の運行地区

拡大に係る運行計画について及びデマンド交通実証事業の事業評価に

ついては、地域公共交通計画事業の令和５年度の評価及び令和６年度の

取組についてに含まれると思うのですが、別出しをしている理由を教え

ていただきたいと思います。 

 

成田委員のおっしゃる通り地域公共交通計画に位置付けられている

ため、内容としては含まれるものですが、今回運行地区の拡大について

はこの後お諮りし、さらにその後運賃協議なども経て最終的な運行計画

についてお諮りするため、別出しさせていただきました。また、事業評

価につきましても、チョイソコがうらという事業の令和５年度の評価と

してお諮りするため別出しにさせていただきました。 

 

第１回協議会で袖ケ浦市地域公共交通計画の変更が予定されていま

すが、ここで計画変更を行うのであれば、委員の理解を得て進める必要

があると思いますので、変更の内容について事前にご説明をお願いした

いと思います。 

 

変更の内容は、この後ご説明するデマンド交通実証事業の運行地区拡

大に伴う実施時期の変更と目標値の変更についてでございます。今回ご

説明をしたうえで、次回お諮りしたいと考えております。 

 

改定案までは今回の資料にはないと思いますので、十分な期間をもっ

てあらかじめ調整したうえで次回の審議にかけていただくことを要望

としてお伝えします。 

 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金は現在交付されていな

いと思いますが、長浦地区の申請（令和７年度以降）についてどのよう

な考えがあるのか教えていただければと思います。 

 

この後説明をさせていただきますが、運行地区の拡大も検討しており

ますので、そういった中でもこの補助金が受けられるか確認が必要であ

ると考えております。確認の上で補助金が活用できそうな場合はエント
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髙橋直人委員 

 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

髙橋晴樹委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーを考えていきたいと思います。 

 

この補助金は交通企画課が窓口となっており活用を検討しているよ

うであれば、遺漏のないように余裕をもって事前に協議していただけれ

ばと思います。 

 

その他に何かございますか。 

 

質疑が無いようですので、議決を取りたいと思います。 

 

 審議事項２「令和６年度事業（案）及び予算（案）について」、承認

される委員は挙手をお願いします。 

 

（賛成委員挙手） 

 

賛成多数ですので、審議事項２「令和６年度事業（案）及び予算（案）

について」は、承認といたしまして、（案）をとっていただければと思

います。 

 

それでは、次の議題に移ります。審議事項３「デマンド交通実証事業

の運行地区の拡大について」事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局より、資料に基づき説明） 

 

ありがとうございました。それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

ただ今の事務局からの説明について、ご質問、ご意見がありましたら、

ご発言をお願いいたします。なお、複数質問がある場合も、おひとつず

つ質問をお願いいたします。 

 

１６ページの運賃の考え方について１点ご意見をさせていただきた

いと思います。このチョイソコがうらは、バスとタクシーの中間にあた

る移動手段を目的にしていると認識しておりますが、１６ページの②の

路線バスの運賃の下段２つについては、当社が運行する平岡線という路

線で昭和地区から平岡地区、中川・富岡地区に運行するとなると、片道

５３０円と５９０円かかるのですが、今の運賃の案ですと、乗り換えし

ても５００円で行けるということで、路線バスよりも少し安い設定にな

ってしまうと考えられますので、エリアをまたぐ際には、今、長浦地区

で３００円となっておりますので、６００円にすれば、整合が図られる

と思いますので、ご検討いただければと思います。 
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事務局 

（戸田主任主事） 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

鈴木利和委員 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

 

 

西田委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

 

 

 

 

 

 

成田委員 

 

 

 

 

 

 

 

検討します。 

 

 

先ほど説明にもあったように、この会議では運賃の決定まではできま

せん。運賃の協議は、運賃協議会で行い、決定します。この場では、そ

れに至るまでの、運賃の考え方等についてご意見をいただいて、それを

反映した形で運賃協議会に臨んでいただくような形にできればと思い

ます。 

 

運行する立場としても、通常の乗車で３００円、乗り継ぎで２００円

という形になるとわかりづらい部分があると思いますので、乗り継ぎを

しても３００円という形にしていただいた方がよいと考えます。 

 

日東交通さんと房総タクシーさんからそれぞれ同じご意見をいただ

きましたので、この後の運賃協議会や公聴会に諮るうえで、いただいた

ご意見を踏まえてどのような形がよいのかこの場でご審議いただきた

いと考えております。 

 

適正な料金がいくらかというのはわかりにくい話ですが、利用者から

すればやはり安ければ安いほどいいと思います。 

また、今回運行地区を拡大し、地区を跨ぐ場合には乗り換えるという

手間がかかると思いますが、乗り継ぎを円滑に行うためにはどのような

方法が考えられるのかお伺いできればと思います。 

 

ご指摘のとおり乗り継ぎを行うことにより使いづらくなる部分が出

るということは認識しております。ただ一方で少ない台数で効率的に運

行するためには、エリアを分けて乗り継ぎを行う必要があると考えてお

ります。乗り継ぎ場所において待ち時間が発生することはございます

が、システムで待ち時間を事前に設定できますので、最長の乗り換え時

間を５分で実証を始めまして、予約の取りやすさなどの状況を見ながら

待ち時間の調整を行い、少しでも利便性を損なわない形で運行の効率も

上げていくことを考えております。 

 

まず袖ケ浦市地域公共交通計画では長浦地区だけということになっ

ていますが、５月に計画改定の予定があるとのことです。今日の審議事

項は、実証運行地区の拡大に係る計画ということで、この運行地域は、

運賃協議分科会ではなくこの協議会で決めるとのことですが、今日の委

員各位の意見を聞くと、まだ運賃でもバス路線に影響がある案が示され

ています。この状況で議決がとられたときに、この案で、区域の拡大だ

け決めようというのが、地域公共交通計画もまだ決まってない中で、今

日そこまで決めていいのかなと疑問に思う部分があります。あくまでも
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事務局 

（戸田主任主事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議事項で、今日はメニューとして出して、区域の拡大は今回決めなけ

ればいけないということであれば、一般の公共交通を支える事業との支

障がない部分も、どのように調整されたかっていう部分が資料で見えな

いので、何だかわかんないけど決めたという形にならないか懸念がある

のですが、それについてお考えを伺いたいと思います。 

 

今回、運行計画の案ということでお示ししていますが、こちらの案は

事前に交通事業者さんにもご説明をさせていただいた中で、今ご審議い

ただいているという形になっております。 

公共交通計画では市内の各地区でデマンド交通の実証運行をすると

いうことは、既に明記されておりまして、あとは各地区どの時期にやっ

ていくかという部分で、令和６年度はまず１地区で令和７年度以降は随

時判断するとなっておりますので、そこの部分を令和６年度に計画より

も早めまして、全域で実証運行開始したいということで今回この案をお

諮りしています。 

 

何を今日決めるということを明確に決めて、それで議決を取られた方

がいいのではないかと思っておりますが、区域拡大を早めてやる理由が

何かというのが、この資料では、運転者不足だからとしか書いていませ

ん。その理由を委員に示して、やっぱり前倒しでやろうというように合

意形成を図らないと、市域全部に広がりますから、やはりどのくらいの

利用があってその代わり、既存の公共交通にどのような影響があるのか

など、ある程度懸念される点は会議の中で情報提供して、その上で決め

ていただいた方がよろしいかと思います。 

 

今回はあくまでまだ案の段階で今、成田委員からもご意見いただいた

内容や他の委員の皆さんからもご意見をいただきまして、最終的には５

月の段階で改めて案をお示しして、ご審議いただきたいと考えておりま

すので、今回この場ではまず皆さんからのご意見をいただきたいと考え

ております。 

 

最終的にこういう形で運行しますということは運賃協議会もその間

にあって、それがもう済んで最終的な議論をした上で最終決定になると

思っています。ですから、全て今日この案で議決をするということでは、

いずれにしてもないと私も考えておりますので、今日は皆さんからご意

見をいただきたいと思っています。今日の段階では、いただいた意見を

反映しながらこの方向性で拡大をするということについて、皆さんのご

承認いただけるかというところまでで、最終的な運行計画の決定は次の

５月の段階になると思います。今日ご意見をいただいた部分について

は、十分に今後計画案を練っていく中で反映をしていただくということ

になると思います。 
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成田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

髙橋直人委員 

 

 

 

 

成田委員 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

成田委員 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

 

 

成田委員 

 

 

 

 

一般のバス、タクシー事業に与える影響を、どのように整理するかと

いう面で、この場ではタクシー事業者もバス事業者もいますが、見えな

い事業者もいますので、各事業者が見て、どのような影響があるかをお

示しになることが非常に重要であると思っております。また、地域間幹

線系統の補助についても、乗車率や運行回数などの一定の条件があって

補助を受けているので、大きく影響を受けると、補助を受けられなくな

るということも考えられますので、チョイソコの収支だけを見るのでは

なく、そのあたりとの調整を図らないといけないと思います。 

市内全域になることで公共交通に与える影響というのは、今どうかだ

けではなく、少し先まで見て、検討していただくことが非常に重要です

ので、５月に決めるということには反対ではありませんが、この協議会

の事前に十分、事業者と調整を図っていただきたいと思います。 

 

ご指摘のとおり十分注意して進めていきたいと考えております。 

 

 

道路運送法の手続き及び運賃協議会については輸送担当、地域間幹線

系統については千葉県と事前に調整しバス事業者及びタクシー事業者

に影響がでないよう且つ手続きに遺漏がないように対応していただき

たいと思います。 

 

運賃に関する公聴会を実施するのか、資料にある通り意見募集という

形で実施するのかについてはいかがでしょうか。 

 

本市としては、公聴会ではなく、意見の募集要項に基づいてホームペ

ージなどで意見募集を行っていきたいと考えています。 

 

意見募集は、５月の協議会で公共交通計画の改定、区域の拡大の審議

について合意形成が図られた後に行うのか、事前なのかについてはいか

がでしょうか。 

 

意見の募集はこの３月に実施したいと考えておりましたので、先ほど

の交通事業者からいただいた運賃の金額に対しての意見も踏まえて、ど

うするのかをこの場で固めて、意見の募集を行い、４月に運賃協議会を

開催したいと考えております。 

 

３月に意見募集することの是非については、運賃協議会ありきではな

いかということと、この協議会の意思決定はどういうものなのかと思う

部分があるので、私の意見としては、運行計画をこの協議会で承認した

後に、意見募集を行っていただきたいと思いますが、慎重にご検討いた
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議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田委員 

 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

成田委員 

 

 

 

 

事務局 

（平野次長） 

 

 

 

 

 

 

 

西田委員 

 

 

 

 

事務局 

（平野次長） 

だいてご判断いただければと思います。 

 

昨年の１０月に法改正があってから、もう既にいくつかのやり方で実

施をされたところは確かにありますが、協議会と運賃協議会のスケジュ

ールは、はっきり言ってすごく難しいです。 

今日のこの会にて、十分に運賃も含め、方向性についての議論はして

いただき、それをベースにした上で、意見の募集をやっていただき、運

賃協議会を開催することは可能だと思います。その上で、５月の協議会

で最終的に計画の変更とそれから区域の拡大事業による事業計画の案

を承認していただくという順番は、私はありかなと思っていますので、

今日の段階でそういう議論をしていただければと思います。 

 

やはり公共交通であるバス、タクシーへの影響が出ないように、十分

に市内の関係する事業者に調整する場所を提供してほしいと思います。

３月から意見募集を行うということでありますが、それまでに事業者と

の調整は完了するということでよろしいでしょうか。 

 

各事業者には個別に事前に説明して、今までのところはご意見はいた

だいていないということでこの場に臨んでおります。 

 

先ほどまだ乗り継ぎがあった場合に６００円の方がいいのではない

かという交通事業者の意見があったので事前に調整は完了するか伺っ

たのですが、この案ですでに調整が完了しているということでしょう

か。 

 

今回の地区の拡大についてこの制度の内容と運賃の考え方について

は、事前に各事業者へご説明をいたしました。逐一、何かご意見があれ

ばご連絡くださいということだったのですが、今回この場でご意見もい

ただきましたので、３月に意見募集を行うのですがその前に再度確認を

取らせていただきたいと思います。 

私どもとしても、事業者や市民の方の意見も伺って運賃の考え方を固

めたうえで、５月の協議会に諮って計画とすべてをご承認いただくとい

う気持ちで進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

今のお話を伺っていますと、事務局としては事業者には確認したが、

事業者の今回出席している方としてはこの金額については異論がある

ということだと思うので、また同じことがないようにしっかりと確認し

ていただきたいと思います。 

 

間違いのないように確認させていただきたいと思います。 
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議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

成田委員 

 

見直し後の各種目標値の変更を次回協議すると思いますが、年間利用

者実人数は１回利用したら数としてカウントされてしまうのですが、１

回利用してやっぱりやめたという人もカウントされてしまうなどとい

う危険性がある数字ではあります。ただそれを例えば２回以降の方を目

標値とするとかなり厳しくなる部分もあると思いますので、そういった

危険性がある数字であるということは、考慮していただければと思いま

す。 

 

検討させていただきます。 

 

 

その他に何かございますか。 

 

よろしければ、本日は、運賃の件あるいは公共交通事業者への影響が

どうであるかといった確認の面などについてご意見をいただいていま

すので、いただいたご意見について、事務局の方で意見聴取をする前に

調整をしていただいた上で、運行区域の拡大をするという方向で進めて

いただき、５月に最終的な運行計画として決定をするというやり方でよ

ろしいかどうかを皆さんにお聞きしたいと思います。 

ご承認いただけるという方挙手をお願いします。 

 

（賛成委員挙手） 

 

賛成多数ですので、事務局の方で整理すること、確認することについ

て再検討していただき、後で報告事項の中にありますが、意見聴取、運

賃協議会の設定、その後５月の協議会の場で、最終的な運行計画として

案を決定していくという形で進めさせていただきたいと思います。 

 

それでは、次の議題に移ります。報告事項１「デマンド交通実証事業

の運賃設定にかかる意見広聴について」事務局より説明をお願いしま

す。 

 

（事務局より、資料に基づき説明） 

 

ありがとうございました。それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

ただ今の事務局からの説明について、ご質問、ご意見がありましたら、

ご発言をお願いいたします。なお、複数質問がある場合も、おひとつず

つ質問をお願いいたします。 

 

意見募集要項について、すでに実証運行を行っている長浦地区の方は
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事務局 

（戸田主任主事） 

 

髙橋直人委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（平野次長） 

 

髙橋直人委員 

 

事務局 

（平野次長） 

 

成田委員 

 

 

 

事務局 

（戸田主任主事） 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

わかる方もいるかと思いますが、新たに利用する予定の地区の方にとっ

ては、このチョイソコがうらの利用方法などの説明があった方がいいの

ではないかと思います。 

 

そのようにいたします。 

 

 

意見募集要項の中で運賃（案）ということで記載されていますが、先

ほど事業者から意見が出ている中で、まだ調整が済んでいなくてもこの

案で３月１日から意見募集を行うのでしょうか。それともそれまでに交

通事業者との調整を終わらせてから意見募集を行うのでしょうか。現状

でのお考えを教えてください。 

 

２月中に交通事業者と調整したうえで、その運賃案で意見募集を行い

たいと現時点では考えております。 

 

決まらなかった場合はどうするのでしょうか。 

 

決まらなかった場合は期間をずらすなどして実施することになると

考えております。 

 

実施予定日で１０月１日となっているが、少し幅を持たせて１０月と

いう記載の方がよいのではないでしょうか。また、表現も実施予定では

なく運行開始の方がよいのではないでしょうか。 

 

検討させていただきます。 

 

 

他にはございますか。 

 

他に質疑がないようですので、報告事項１「デマンド交通実証事業の

運賃設定にかかる意見広聴について」は終了といたします。 

 

それでは、次の議題に移ります。報告事項２「ガウランドバス空席利

用の試行運行について」事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局より、資料に基づき説明） 

 

 

ありがとうございました。それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

ただ今の事務局からの説明について、ご質問、ご意見がありましたら、
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成田委員 

 

 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

 

 

 

成田委員 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

成田委員 

 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

 

 

 

成田委員 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

事務局 

（平野次長） 

 

 

議長 

（鈴木会長） 

 

事務局 

（佐伯主査） 

ご発言をお願いいたします。なお、複数質問がある場合も、おひとつず

つ質問をお願いいたします。 

 

道路上で乗降することになるバス停が、いくつか設定されていたかと

思いますが、このあたりの交通保安上の協議は済んでいるのでしょう

か。 

 

令和２年度の第２回目の本協議会でこの事業についてご説明した際

にも同様の質問があったかと思いますが、本協議会には警察の方も委員

として参加いただいており、会議資料や会議報告も共有している中で特

段ご意見もいただいておりませんので、協議は不要であると認識してお

ります。 

 

確認ですが、無料で利用できるもので間違いないですね。 

 

無料でご利用いただけます。 

 

 

開始時期が４月２３日になっているのは何か理由があるのでしょう

か。 

 

本事業については、保険料を予算として計上しております。市議会で

その予算の議決日が３月２２日の予定となっておりますので、議決をい

ただいたのちに、周知を始めたいということで３月２２日から周知を開

始し、１か月間の周知を行ったうえで４月２３日から事業を開始したい

ということでございます。 

 

この事業の利用人数などは調査していくのでしょうか。 

 

事業の効果を図っていかなければいけないと思いますので、利用者の

把握は行っていきます。 

 

補足ですが、本事業は６５歳以上を対象にしておりますので、高齢者

支援課が担当することになりますが、利用状況などを確認し、本協議会

へ報告していきたいと考えております。 

 

行きのバスのみの利用となることは十分周知された方がよいと思い

ます。 

 

利用手引きを作成しますのでその中で周知を行います。 
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議長 

（鈴木会長） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(勝畑副参事) 

 

成田委員 

 

 

事務局 

（佐伯主査） 

 

事務局 

(勝畑副参事) 

 

 

 

 

 

他にはございますか。 

 

他に質疑がないようですので、報告事項２「ガウランドバス空席利用

の試行運行について」は終了といたします。 

 

以上で本日予定された議題の審議は全て終了いたしましたので進行

を事務局にお返しします。 

 

ありがとうございました。続きまして次第４「その他」でございます

が、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 

出席委員の委員名簿を配布いただけるとありがたいと思いますので

次回よろしくお願いいたします。 

 

かしこまりました。 

 

 

他にございますか。 

 

長時間にわたりましてご審議いただきましてありがとうございます。 

以上をもちまして令和５年度第３回袖ケ浦市地域公共交通活性化協

議会を閉会いたします。 

 

 

 

（閉会 午後３時３２分） 

以 上 



 

 

 

令和５年度 第３回袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会 

会 議 次 第 

 

 
日 時：令和６年２月１９日(月)午後２時００分 

場 所：袖ケ浦市役所北庁舎３階災害対策室 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議  題 

【審議事項】 

（１） 道路運送法の改正に伴う袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会規約 

の改正について（P1～6） 

（２） 令和６年度事業（案）及び予算（案）について（P7～8） 

（３） デマンド交通実証事業の運行地区の拡大について（P9～22） 

【報告事項】 

（１）デマンド交通実証事業の運賃設定にかかる意見広聴について 

（P23～26） 

（２）ガウランドバス空席利用の試行運行について（P27） 

 

４ そ の 他 

  

５ 閉  会 
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道路運送法の改正に伴う袖ケ浦市地域公共交通活性化協議

会規約の改正について 
 

１．改正の概要について                    

（１）改正の目的                       

① 運賃協議分科会の設置 

令和５年４月に改正された道路運送法の施行に伴い、１０月１日以降、

一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定または変更の協議

について、別途運賃協議会で協議することとなったため、本協議会の規

約改正を行い、運賃協議分科会を設置するもの。 

◆ 今後、チョイソコがうらの地区拡大による運賃設定などの協議を行う

ため（令和６年４月中）。 

 

（２）改正の内容                       

① 第３条（所掌） 

◆ 本協議会の所掌事務として、第１項（3）に「一般乗合旅客自動車運送

事業の運賃・料金に関すること。」を追加する。 

◆ 第２項に各所掌事務の協議について、分科会を設置できる旨と、第１

項第３号に関する協議を行う際は、あらかじめ協議会の承認を受けて、

第９条に掲げる分科会を設置する旨を記載する。 

② 第９条（運賃協議分科会） 

◆ 運賃協議分科会の設置、構成員等について規定し、運賃協議分科会で

決定した事項について、本協議会に報告しなければならない旨を記載

する。 
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袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会規約新旧対照表 

改 正 後 現   行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（所掌） （所掌） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)・（2） （略） (1)・（2） （略） 

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃・料金に関すること。  

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事

項 

(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な

事項 

２ 前項各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に

応じ協議会に分科会を置くことができる。なお、第３号に関する協議を行

う際は、あらかじめ協議会の承認を受けて、第９条に掲げる分科会を設置

する。 

 

３ この規約に定めるもののほか、分科会の組織、運営その他必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

第４条～第８条 （略） 第４条～第８条 （略） 

 （運賃協議分科会）  （    分科会） 

第９条 第３条第１項第３号に掲げる事項を協議するため、運賃協議分科会

を設置する。 

第９条 第３条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うた

め、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。 

２ 運賃協議分科会の構成員は、運賃・料金の設定または変更等を希望する

一般乗合旅客自動車運送事業者のほか、第４条第２項中、第１号、第４号

及び第５号の委員をもって構成する。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

３ 運賃協議分科会の会長（以下「運賃協議分科会長」という。）は、第４

条第２項第１号に掲げる委員をもって充てる。 

 

４ 運賃協議分科会の会議は、運賃協議分科会長が議長となる。  

５ 運賃協議分科会長は運賃協議分科会で決定した事項について、協議会に

報告しなければならない。 

 

第１０条～第１７条 （略） 第１０条～第１７条 （略） 
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袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会規約（案） 

 

（設置） 

第１条 袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６条第１項の規定

に基づき、地域公共交通計画（以下「計画」という。）の作成、実施及び実施に関し

必要な協議を行い、併せて道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づ

き、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保、その他の旅客の利便の増進を図り、地

域の実情に即した公共交通ネットワークの形成に必要な協議を行うために設置する。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は袖ケ浦市坂戸市場１番地１袖ケ浦市役所内に置く。 

（所掌） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

(1) 袖ケ浦市内の地域公共交通ネットワークに関すること。  

(2) 計画の策定、実施及び評価に関すること。  

(3)  一般乗合旅客自動車運送事業の運賃・料金に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項  

２ 前項各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に

分科会を置くことができる。なお、第３号に関する協議を行う際は、あらかじめ協議会

の承認を受けて、第９条に掲げる分科会を設置する。  

３ この規約に定めるもののほか、分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に

定める。 

（組織） 

第４条 協議会は、委員２１人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のなかから市長が委嘱する。  

(1) 袖ケ浦市長又はその指名する者  

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体  

(3) 鉄道事業者 

(4) 住民又は旅客  

(5) 関東運輸局長又はその指名する者  

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又は

その指名する者  

(7) 学識経験を有する者その他本協議会の運営上必要と認められる者  
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(8) 千葉県警察内から市長が委嘱する者  

(9) 道路管理者 

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。  

２ 前条に掲げる委員のうち行政機関の職員及び団体の役員については、その職にある期

間とする。 

３ 前号以外の委員については、欠員により新たな委員となった者の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（役員） 

第６条 協議会には、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  １名 

２ 会長は、第４条に掲げる委員の互選によってこれを定める。  

３ 副会長は、第４条に掲げる委員のうちから会長が指名する。  

４ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。  

５ 副会長は、会長を補佐し、協議会の業務を掌握し、会長に事故があるとき又は欠けた

ときは、会長の職務を代理する。  

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ委員

に通知しなければならない。  

（会議の運営） 

第８条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。  

２ 会議の議決方法は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長

の決するところによる。  

３ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議

事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。  

４ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又

は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。  

５ 前４項に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  
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（運賃協議分科会） 

第９条 第３条第１項第３号に掲げる事項を協議するため、運賃協議分科会を設置する。 

２ 運賃協議分科会の構成員は、運賃・料金の設定または変更等を希望する一般乗合旅客

自動車運送事業者のほか、第４条第２項中、第１号、第４号及び第５号の委員をもって

構成する。 

３ 運賃協議分科会の会長（以下「運賃協議分科会長」という。）は、第４条第２項第１号

に掲げる委員をもって充てる。 

４ 運賃協議分科会の会議は、運賃協議分科会長が議長となる。  

５ 運賃協議分科会長は運賃協議分科会で決定した事項について、協議会に報告しなけれ

ばならない。 

（秘密の保持） 

第１０条 委員は、委員であることにより知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

又、解職後も同様とする。  

（個人情報の保護） 

第１１条 委員は、委員であることにより知り得た個人情報を袖ケ浦市個人情報保護条例

(平成 8 年条例第 15 号)の本旨に従い個人の権利利益を害することのないよう、個人情

報を適正に取り扱わなければならない。  

（事務局） 

第１２条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。  

２ 事務局は、袖ケ浦市企画政策部企画政策課に置く。  

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。  

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

（経費の負担） 

第１３条 協議会の運営に要する経費は、国の補助金、他の団体等からの負担金、繰越金

及びその他の収入をもって充てる。  

（監査） 

第１４条 協議会に監査委員を２人置く。 

２ 協議会の出納監査は、第４条に掲げる委員のうちから会長が指名する。  

３ 前項の規定により指名を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければなら

ない。 

（財務に関する事項）  

第１５条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 
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（協議会解散の場合の措置）  

第１６条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、

会長であった者がこれを決算する。  

（委任） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２１年１１月５日から施行する。  

（委員の任期の特例措置）  

２ 第５条の規定にかかわらず、最初に委嘱される委員の任期は、平成２３年３月３１日

までとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和３年１月１９日から施行する。ただし、第１２条第２項の規定は、

令和３年４月１日から施行する。  

 （委員の任期の特例措置）  

２ 第５条の規定にかかわらず、令和３年１月１９日時点で委嘱されている委員の任期は、

令和５年３月３１日までとする。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和６年２月１９日から施行し、令和５年１０月１日から適用する。  
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令和６年度事業（案）及び予算（案）について  

１．令和６年度事業（案）について               

（１）袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会の開催予定       

① 第１回協議会（５月下旬） 

◆ 令和５年度決算報告 

◆ 公共交通の現況について 

◆ 地域公共交通計画事業の令和５年度の評価及び令和６年度の取組に 

ついて 

   ◆ 地域公共交通確保維持事業に係る計画について（※） 

◆ デマンド交通実証事業の運行地区拡大に係る運行計画について 

◆ デマンド交通実証事業の事業評価について 

◆ 袖ケ浦市地域公共交通計画の変更について 

    

  ② 第２回協議会（１～２月頃） 

   ◆ 地域公共交通計画事業の令和６年度取組の進捗状況について 

◆ 令和７年度事業（案）及び予算（案）について 

   

（※）地域間幹線系統確保維持費国庫補助金及び地域内フィーダー系統確保維

持費国庫補助金について、令和７年度事業（令和６年１０月～令和７年９

月運行分）から、各法定協議会にて審議することとなった。 

（令和６年度事業までは、千葉県バス対策地域協議会で実施） 
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２．令和６年度予算（案）について               

 

（収　入） （単位：円）

科　目 予算額 備　考

１　国庫補助金 0

２　市補助金 381,280 袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会補助金

３　繰越金 0

４　雑入 0

合　計 381,280

（支　出） （単位：円）

科　目 予算額 備　考

１　会議費 349,600
委員報酬　　　　         343,300円
協議会時お茶代　　　　　 　6,300円

２　事務費 31,680 委員報酬振込手数料

３　事業費 0

４　事業費補助金 0

合　計 381,280

令和６年度 収入支出予算（案）
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デマンド交通実証事業の運行地区の拡大について 

１．実証運行地区の拡大にあたって               

（１）計画での位置づけ                    

令和４年度に策定した袖ケ浦市地域公共交通計画において、地域内移動手

段の確保・維持にあたっては、各地区での地域特性を踏まえた移動手段の検

討を行うこととしており、令和４年１０月から実証運行を開始した長浦地区

の状況を見ながら、令和６年度以降、順次各地区においてデマンド型乗合送

迎サービスの実証運行を実施することとしている。 

 

（２）背景と目的                       

市では、バス路線維持のため運行事業者に対し補助金を交付しているが、深

刻な運転手不足による減便が行われ、路線を維持していくことが非常に困難な

状況となっている。 

また、タクシーについても、特に日中の時間帯は、迎車を依頼しても対応で

きる車両がないことや、交通結節点である駅やバスターミナルにも待機車両が

無いなど、市民の生活に非常に大きな影響が出ている。 

加えて、働き方改革関連法による時間外労働時間の上限規制等により、公共

交通を取り巻く環境は更に厳しさを増している。 

このような状況にも対応するため、当初計画していた実施時期の見直しを行

い、各地区においても早期に実証運行を開始することで、移動手段の確保・維

持に向けた取組を推進する。 
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２．実証運行地区拡大にかかる運行計画（変更案）        

（１）事業名                         

デマンド交通実証事業「チョイソコがうら」 

 

（２）システム                         

株式会社アイシンが提供している「チョイソコ」のシステム 

 

（３）運営主体                        

  令和６年 ９月まで トヨタカローラ千葉株式会社 

令和６年１０月以降 千葉トヨタ自動車株式会社（予定） 

 

（４）運行事業者                       

  房総タクシー株式会社 

 

（５）事業期間                        

  令和４年９月から令和９年９月末まで 

  なお、令和４年９月は準備期間とし、各地区の実証運行期間は以下のとおり。 

・長浦地区  令和４年１０月から令和７年９月まで 

・その他地区 令和６年１０月から令和９年９月まで 

 

（６）運行区域                        

市内全域 

  なお、運行エリアを２つに分け、エリア間の移動時は指定の乗換場所におい

て乗り換えを要する。 

 

 【エリア区分】 エリアＡ：長浦地区、昭和地区、根形地区 

         エリアＢ：平岡地区、中川・富岡地区 

              ※地区は本市の自治会等の区分に準ずる。 

 【乗換場所】 ゆりの里（根形地区内） 

 【乗 降 場 所】（停留所看板設置場所） 

   ・事業所停留所  → 市内の商店、病院等 

   ・公共施設停留所 → 市内に有する公共的な施設 

   ・住宅地停留所  → 最寄りのごみステーションや公園  
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（７）運賃                          

 ＜エリア別運賃＞ 

 降車 

エリアＡ 

（昭和、根形、長浦地区） 

エリアＢ 

（平岡、中川・富岡地区） 

乗車 

エリアＡ 

（昭和、根形、長浦地区） 
３００円 ５００円 

エリアＢ 

（平岡、中川・富岡地区） 
５００円 ３００円 

 ※乗換を要するエリア間の移動時は乗車時に３００円を支払い、乗換時に 

２００円を追加で支払う。 

 

（８）会員対象                        

  市内に在住の人 

 

（９）運行日及び運行時間                   

運 行 日：月曜日から土曜日まで（日曜日・祝日・年末年始は除く） 

運行時間：午前９時から午後５時まで（午後５時降車完了） 

 

（１０）予約日及び予約可能期間                 

運行日の午前８時３０分から午後５時まで 

利用日の１か月前から当日の３０分前までの運行を予約可能 

 

（１１）予約方法                       

電話又はインターネット 

 

（１２）利用のルール                      

  ・利用者は、事前に会員登録することとし、利用の際には事前予約とする。 

・一人で乗降できること。ただし、介助者がおり、かつ、円滑に乗降でき

る場合を除く。 

 

（１３）運行車両                        

  トヨタ ノア３台（エリアＡ：２台、エリアＢ：１台） 

  状況により運行台数を調整する。  
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３．実証運行地区拡大の検討にあたり確認した事項        

（１）各地区の特性の考え方                  

  長浦地区では、人口が多く、外出時の目的地となる医療機関や商業施設等

が密集する地域は利用件数が多くなっている。 

一方で、人口が少なく、医療機関や商業施設等も少ない地域は、人口に占め

る利用割合が高くなっており、移動手段へのニーズが高いと言える。 

 このことが、市内各地区においてどのように言えるのか、人口や医療機関、

商業施設等の分布から、どのような地域特性と言えるのか確認。 

 

【各地区における人口及び目的地の分布】 

 

地区 人口 目的地 
目的地の内訳 

医療機関 主な商業施設 

長浦地区 ２７，２７４人 ３５箇所 ２０箇所 １５箇所 

昭和地区 ２１，５２２人 ３７箇所 ２０箇所 １７箇所 

根形地区 ５，７２３人 ８箇所 １箇所 ７箇所 

平岡地区 ５，２８２人 ９箇所 ２箇所 ７箇所 

中川・富岡地区 ５，１２５人 ９箇所 ３箇所 ６箇所 

  ※人口は令和６年１月１日現在 

※目的地は現時点での想定数  

→医師（歯科）会に加入している病院、コンビニやスーパーなど 

 

確認結果 

  上記の内容から、各地区で想定される特性は概ね以下のことが言える。 
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（２）運行台数の考え方                    

    運行台数は事業規模やサービスの質に直結するため、以下の４点について

確認。 

① １台あたりの運行経費 

１年分の試算（３台） １台あたりの経費 

５９，０００千円 １９，６００千円 

 

② 長浦地区の年間利用割合から試算する拡大地区の利用見込み 

人口（うち高齢者） 利用実人数（うち高齢者） 年間利用割合（うち高齢者） 

２７，８０６人 

（７，４２９人） 
３４８人 

（２３７人） 
１．３％ 

（３．２％） 

 

地区（高齢化率） 人口（うち高齢者） 年間利用見込（うち高齢者） 

昭和地区（１９％） 
２１，７８２人 

（４，１６５人） 
２８３人（１３３人） 

根形地区（３５％） 
５，７６９人 

（２，００６人） 
７５人（６４人） 

平岡地区（４２％） 
５，３９８人 

（２，２５８人） 
７０人（７２人） 

中川・富岡地区（３７％） 
５，１７１人 

（１，８９８人） 
６７人（６０人） 

※人口及び利用実人数は令和５年９月末時点 ※長浦地区の高齢化率２７％ 
 

③ 長浦地区の利用実人数 （単位：人） ④ 乗合率 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認結果 

  年間利用見込人数からは、乗合率にもよるが４台程度での運行が最善であ

ると思われる。 

一方で、長浦地区で高齢者の利用率が高い中、人口の多い昭和地区の高齢化

率が著しく低いことや、開始当初は利用が少ない可能性がある等、利用見込み

に対する不確定要素が多い。  
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（３）運行区域の考え方                    

  長浦地区と拡大地区を一つのエリアとして運行するのか、他自治体の事例

を参考に、運行区域の考え方を確認。 

 

① チョイソコとよあけ（豊明市）の事例 

【運行概要】 

運行時間：平日９:００～１６：００ 

運  賃：２００円／回 

運行区域：２エリア（一部地域） 

運行台数：２台 

そ の 他：本格運行（令和３年４月～） 

 

  【自治体情報】 

所 在 地：愛知県豊明市           【出典：チョイソコとよあけＨＰ】 

人  口：６８，１１２人（令和５年１２月） 

面  積：２３．２２㎢ 

 

 

 

② チョイソコやちまた（八街市）の事例 

【運行概要】 

運行時間：平日８：００～１７：００ 

運  賃：５００円／回（小学生等３００円） 

運行区域：２エリア（市全域）ドア toドア 

運行台数：３台 

そ の 他：実証運行（令和５年１０月～） 

 

  【自治体情報】 

所 在 地：千葉県八街市 

人  口：６７，００６人（令和６年１月） 

面  積：７４．９４㎢               【出典：八街市ＨＰ】 

 

  

運行エリア 

運行エリア 

市の中心地 
（目的地） 

交通ニーズ（高） 

交通ニーズ（高） 

運行エリア 

運行エリア 

１台運行 

２台運行 
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③ チョイソコとなみ（砺波市）の事例 

【運行概要】 

運行時間：月～土 １日往復６便 

運  賃：５００円／回（小学生等２５０円） 

運行区域：１エリア（市全域）ドア toドア 

運行台数：７台 

そ の 他：本格運行（令和５年１０月～） 

 

  【自治体情報】 

所 在 地：富山県砺波市 

人  口：４７，０２４人（令和６年１月） 

面  積：１２７㎢                 【出典：Google map】 

 

 

 

＜参考＞袖ケ浦市 人口６６，０２２人（令和６年１月） 

面積９４．９３㎢ 

 

 

確認結果 

  本市と人口や市域が同等の自治体において、本デマンド交通を市内一部地

域で実施しているものや市内全域で実施している事例を参考とした。 

豊明市では、交通ニーズの高い運行エリアから目的地となる市の中心地への

移動手段として設計されており、運行エリアを絞って２台で運行している。 

八街市では、本市よりも狭い市域でありながら運行エリアを分け、３台と少

ない運行台数ながらも、エリア内の運行回数を確保している。 

砺波市では、運行エリアを区切らない代わりに、多くの運行台数を要してい

る。また、本市や前２市と違い、既存公共交通への影響や乗合率、経費などか

ら、予め設定された運行時間のみで運行している。 

  これらを比較すると、１つのエリアが広くなると多くの運行台数を要する

こととなり、運行台数を増やすには運行時間等の見直しも必要となってくる。  

本市においては、運行時間等は長浦地区のままで実証を行う前提となり、少

ない台数においてより効率的な運行を目指すものであることから、運行エリア

を分け、各エリア内での利便性や運行回数の確保を図る。 

 

  

運行エリア 
７台運行 

市の中心地 
（目的地） 
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（４）運賃の考え方                      

  運賃の設定にあたっては、実証運行中の長浦地区の運賃を基に、既存公共

交通の運賃も確認し、どのような観点で運賃を設定するのかを確認。 

① チョイソコがうら（長浦地区）の運賃 

 降車 

長浦地区 
長浦地区外の 

公共施設 

乗車 

長浦地区 ３００円 ５００円 

長浦地区外の 

公共施設 
５００円 ― 

 

② 路線バスの運賃 

代宿団地（長浦地区） ⇔ 長 浦 駅（長浦地区）  片道２１０円 

代宿団地（長浦地区） ⇔ 袖 ケ 浦 駅（昭和地区）  片道４００円 

長 浦 駅（長浦地区） ⇔ のぞみ野Ｔ（根形地区）  片道３２０円 

長 浦 駅（長浦地区） ⇔ 東京ドイツ村（平岡地区）  片道６２０円 

長 浦 駅（長浦地区） ⇔ 平川行政Ｃ（中川・富岡地区）片道６８０円 

袖ケ浦駅（昭和地区） ⇔ 袖ケ浦ＢＴ（昭和地区）   片道２１０円 

袖ケ浦駅（昭和地区） ⇔ のぞみ野Ｔ（根形地区）   片道４１０円 

袖ケ浦駅（昭和地区） ⇔ 東京ドイツ村（平岡地区）  片道５３０円 

袖ケ浦駅（昭和地区） ⇔ 平川行政Ｃ（中川・富岡地区）片道５９０円 

 

③ タクシーの運賃 

代宿団地（長浦地区）⇔長 浦 駅（長浦地区） 片道約１，２００円 

代宿団地（長浦地区）⇔袖 ケ 浦 駅（昭和地区） 片道約３，２００円 

長 浦 駅（長浦地区）⇔の ぞ み 野（根形地区） 片道約３，４００円 

袖ケ浦駅（昭和地区）⇔東京ドイツ村（平岡地区） 片道約４，９００円 

袖ケ浦駅（昭和地区）⇔平川行政Ｃ（中川・富岡）片道約４，５００円 

 

確認結果 

  長浦地区で設定している運賃をベースに、既存公共交通への影響も考慮し、

可能な限り分かり易い運賃となるような設定する。 
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４．確認した事項を踏まえた検討結果              

（１）拡大地区                        

  まず、本資料２頁「（１）各地区の特性の考え方」においては、長浦地区の

状況から、本市における“外出時の目的地となる地区”と“移動手段へのニ

ーズが高い地区”について整理した。 

その上で、本資料４頁「（３）運行区域の考え方」における、他自治体の事

例では、より広域的な移動手段を検討する場合、“外出時の目的地となる地区”

と“移動手段へのニーズが高い地区”を繋ぐような事業設計が大前提となっ

ている。 

本市の場合、上記のとおり各地区において２つの特性に分類するものの、市

全域で移動手段が課題となっており“外出時の目的地となる地区”において

も例外ではない。 

仮に、豊明市のように“移動手段へのニーズが高い地区”のみを運行区域と

しても、本事業が目的とする移動手段の確保・維持に向けた取組とはならない。 

 

 

  外出時の目的地となる地区      移動手段へのニーズが高い地区 

   長浦地区、昭和地区      根形地区、平岡地区、中川・富岡地区 

 

   

これに加え、公共交通を取り巻く厳しい現状にもいち早く対応するため、市

内全域で実証運行を行い、各地区でデマンド交通が適しているのかを確認す

るとともに、市民の移動手段の確保・維持に努める。 

 

（２）運行台数                        

  運行台数については、１台あたりの経費が高額であることに加え、利用見込

みや既存公共交通への影響が不透明な部分が多いことから、本資料５頁での

確認結果を踏まえ、まずは３台で実証運行を開始し、実施状況に応じて随時増

車を検討する。 

 

（３）運行エリア                       

  市内全域を一つのエリアとして３台で運行する場合、１回にかかる運行時

間や距離が延びることにより、長浦地区での運行回数の減少が考えられる。 

このため、少ない運行台数で効率的な運行を実現している他の事例を参考に、

本市においても運行エリアを２つに分け、エリア間の移動では乗換えを要す

ることにすることで、エリア内での運行回数を確保する。（イメージ図は次頁）  

また、各エリアの運行台数は人口比で割り振る。 
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  なお、各地区のエリア分けは本資料２頁「（１）各地区の特性の考え方」に

加え、地域公共交通計画における市民アンケート“公共交通の利用意向”の

結果において、７割以上の根形地区住民が昭和地区及び長浦地区へ移動した

いと答えていることから、根形地区をエリアＡに分類した。 

 

【各地区のエリア分類】 

 【エリア区分】 エリアＡ：長浦地区、昭和地区、根形地区 

         エリアＢ：平岡地区、中川・富岡地区 

 【乗 換 場 所】 ゆりの里（根形地区内） 

 

【運行エリア イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

エリアＡ（２台） 

エリアＢ（１台） 

乗換場所：ゆりの里 
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（４）運賃                          

運賃については、本事業の骨格となる「タクシーよりも安価に移動でき、路

線バスの運行本数の少なさや停留所までの距離等により今まで対応できてい

なかったニーズに対応する」という考え方に沿って設定する必要がある。 

また、運賃だけではなく、その分かり易さについても利用件数にも直結する

ものと考え、長浦地区で定着しつつある運賃を基に、下記のとおり設定。 

 

 降車 

エリアＡ 

（昭和、根形、長浦地区） 

エリアＢ 

（平岡、中川・富岡地区） 

乗車 

エリアＡ 

（昭和、根形、長浦地区） 
３００円 ５００円 

エリアＢ 

（平岡、中川・富岡地区） 
５００円 ３００円 

※エリア間の移動：乗車時に３００円。乗換時に２００円を追加で支払う。 

 

なお、運賃設定にあたっては、道路運送法に基づき、利用者や利害関係者へ

の公聴会の実施や、法定協議会における運賃業議会での審議を要する。 

 

 

（５）その他課題点～検討中～                 

  実証運行地区を拡大するにあたり、各地区の実証運行期間は３年間とした

いが、このようにすると長浦地区については、１～２年目と３年目で運行内容

が異なるため評価基準も異なってしまう。 

  長浦地区の本格導入の検討にあたっては、前２年と最終年でそれぞれ評価

し、２つの評価結果から総合的に判断するなど、今後、評価のあり方について

も整理し、本年５月の本協議会において審議いただく最終的な運行計画の中

に盛り込みたい。 
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５．実証運行地区の拡大にかかる各年度の実証内容        

（１）各年度の実証内容                    

長浦地区の実証運行において各年度で実施している実証内容に加え、拡大地

区においても各年度で確認・検証を行い、各地区においてデマンド交通が適し

ているか実証する。 

 

【令和４年度（１０月から）】                     

・長浦地区において実証運行を開始し、利用者の利用目的や利用年齢層、人口

密度の大小による利用頻度の違いなどを確認・検証 

  

【令和５年度】                           

・長浦地区において、令和４年度の実績を踏まえつつ、他の交通手段への影響

の有無や、当デマンド交通が日中のバス路線の代替手段になりえるかを検証 

 

【令和６年度】                           

・長浦地区において、前２年度の実績を踏まえ、令和７年１０月からの本格導

入を検討 

・昭和地区、根形地区、平岡地区、中川・富岡地区において実証運行を開始し、

地区ごとに人口に対する利用件数や利用割合、利用目的、利用年齢層の違い

などを確認・検証（１０月から） 

  

【令和７年度】                          

・長浦地区において、実証運行を継続しながら、各年度の目標達成状況や実績

を分析（９月まで） 

・令和６年度の実績を踏まえ、エリアＡ（昭和地区、根形地区、長浦地区）と

エリアＢ（平岡地区、中川・富岡地区）において、エリア間移動の促進が図

れているのか検証 

 

【令和８年度】                          

・昭和地区、根形地区、平岡地区、中川・富岡地区において、前２年度の実績

を踏まえ、地区ごとに令和９年１０月からの本格導入を検討 

 

【令和９年度（９月まで）】                     

・昭和地区、根形地区、平岡地区、中川・富岡地区において、実証運行を継続

しながら、各年度の目標達成状況や実績を分析 
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６．実証運行地区の拡大による各種目標の見直し         

（１）最終目標                        

 「安心して暮らせるまち」の実現 →変更せず 

 

（２）ＫＰＩ                         

 これまで、最終目標の他に、ＫＰＩ（４項目）と本格導入の基準（３項目）

を設定していたが、ＫＰＩについては本格導入の基準が目標値の裏付けとなっ

ていた。 

事業を推進する中で、目標値は実施主体だけでなく、利用者にも共有してい

くことで、本格運行に向けて地域一体となり取組むことができる重要なものと

なる。 

このことから、より分かり易い目標値への見直しとして、従前のＫＰＩ４項

目を廃止し、本格導入の基準の３項目を各地区のＫＰＩとして設定するととも

に、本格導入を判断する上での基準とする。 

 

【従前の目標項目】 

① ＫＰＩ（４項目） 

・高齢者の年間利用者数 

・利用者一人当たりの年間利用回数 

・利用登録者数 

・健康づくりや地域経済の活性化に協力する企業数 

② 長浦地区の本格導入の基準（３項目） 

・乗合率 

・収支率 

・年間利用者実人数 

 

 

 【見直し後の目標項目】 

① ＫＰＩ（３項目） 

・乗合率 

・収支率 

・年間利用者実人数 

   ※なお、各地区でデマンド交通が適しているのかを確認するため、 

各地区でそれぞれの目標値を確認する。 
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【見直し後の各種目標値】 

＜乗合率＞ 

地区 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

長浦地区 １．５０ - - 

長浦地区以外 １．３０ １．４０ １．５０ 

乗合率＝乗車時の合計人数／合計区間数 

この数値を下回る場合、既存タクシーの活用に切り替えることを検討。 

※最終年度の１．５０を基準に、段階的に０．１ずつ増えるように設定。 

 

＜収支率＞ 

地区 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

長浦地区 １５％ - - 

長浦地区以外 ４．５％ １２％ １５％ 

収支率＝総収入／総事業費 

 この数値を下回る場合、運行台数や運行時間を縮小することを検討。 

※最終年度の１５％に対し、初年度は約３０％、中間年度は約８０％となるよ

う設定。 

 

＜年間利用者実人数＞ 

地区 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

長浦地区 ５００ - - 

昭和地区 １２０ ３２５ ４０５ 

根形地区 ３０ ８５ １０５ 

平岡地区 ３０ ８０ １００ 

中川・富岡地区 ３０ ７５ ９５ 

 年間利用者実人数＝１人が何度利用しても１人として計算 

この数値を下回る場合、需要が大きくないと判断し、事業廃止も検討。 

※最終年度の目標値に対し、初年度は約３０％、中間年度は約８０％となるよ

う設定。 

 

※各種目標は本資料３頁の（２）①において、３台で運行した場合で試算した経

費（５，９００万円）を基に算出。 
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デマンド交通実証事業の運賃設定にかかる意見広聴について 

１．意見広聴の実施について                  

（１）道路運送法に基づく手続き                

令和５年１０月に改正された道路運送法第９条５項の規定では、一般乗合

旅客自動車運送事業にかかる運賃の協議をする際は、事前に住民や利害関係

者等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされて

いる。 

このため、以下のとおり意見の募集を行い、令和６年４月に予定している

運賃協議分科会に向け手続きを進める。 

 

（２）意見募集要項                      

意見の募集にあたり、別紙のとおり要項を作成する。 

 

（３）意見募集期間                      

令和６年３月１日（金）～令和６年３月２９日（金） 

 

（４）意見の募集方法                     

上記募集要項により、以下の媒体において意見を募集する。 

① 市広報紙 

② 市ホームページ 
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デマンド型乗合送迎サービス「チョイソコがうら」 

運賃設定にかかる意見募集要項 

 

 現在長浦地区で実証運行中のデマンド型乗合送迎サービス「チョイソコがう

ら」について、令和６年１０月からその他の地区においても新たに実証運行を開

始し、市内全域での実証運行を実施するにあたり、運賃を定めるため、道路運送

法９条５項の規定に基づき意見の募集を行う。 

なお、募集した意見は、袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会内で組織する運賃

協議分科会における参考資料とする。 

 

１ 運賃設定内容 

（１）運賃（案） 

 

 

 

 

 

 

 

※運行エリアのイメージ図は別紙のとおり。 

※エリア間の移動時は指定の乗換場所で車両を乗り換える。 

※乗換を要するエリア間の移動時は乗車時に３００円を支払い、乗換時に 

２００円を追加で支払う。 

 

（２）実施予定日 

  令和６年１０月１日（火） 

 

２ 意見募集期間 

  令和６年３月１日（金）～令和６年３月２９日（金）※必着 

 

３ 意見提出方法 

 次のいずれかの方法で提出。 

（１） 電子メールでの提出 

下記の通りメールを作成し送信。 

宛 先：sode01@city.sodegaura.chiba.jp 

件 名：「チョイソコがうら運賃設定について」 

本 文：氏名、住所、電話番号、意見を入力。 

 

 

 降車 

エリアＡ 

（昭和、根形、長浦地区） 

エリアＢ 

（平岡、中川・富岡地区） 

乗車 

エリアＡ 

（昭和、根形、長浦地区） 
３００円 ５００円 

エリアＢ 

（平岡、中川・富岡地区） 
５００円 ３００円 
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（２） 郵送での提出 

  下記のとおり手紙を作成し郵送。 

宛 先：〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1-1  

袖ケ浦市役所企画政策課 宛 

内 容：氏名、住所、電話番号、意見を記入。 

      ※書式の指定はなし。 

 

４ 意見提出にあたっての注意事項等 

① 提出された意見は、内容を検討の上、運賃を決定する際の参考とする。 

② 意見に対する個別の回答はしない。 

③ 電話による意見の受付は不可とする。 

④ 提出された意見は、個人情報を除き公開される可能性がある。 

 

５ 問合せ先 袖ケ浦市役所企画政策課（0438-62-2327） 
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【各地区のエリア分類】 

 【エリア区分】 エリアＡ：長浦地区、昭和地区、根形地区 

         エリアＢ：平岡地区、中川・富岡地区 

 【乗 換 場 所】 ゆりの里（根形地区内） 

※地区は本市の自治会等の区分に準ずる。 

 

 

【運行エリア イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアＡ 

エリアＢ 

乗換場所：ゆりの里 

別 紙 
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ガウランドバス空席利用の試行運行について 

袖ケ浦健康づくり支援センター（ガウランド）の送迎バスの空席を利用し、

行政と事業者が連携して、多様な手段を用いて高齢者の外出を支援する事業

の試行運行を行う。 

令和２年度第２回本協議会において承認いただいている本事業について、

コロナ禍による送迎バスの運休のため、開始時期は未定となっていたが、送

迎バスの運行再開にあわせて、試行運行を開始する時期が決定したため報告

するものである。 

 

【事業概要】 

１ 目的 

 居宅で生活する移動手段の確保が困難な高齢者世帯に対し、ガウランドの送

迎バスの空席を利用した高齢者の外出を支援する。 

 

２ 運行地区・運行日 

（１）平岡方面（のぞみ野経由） 水・木・土曜日 各１日１便 

（２）平岡方面（高谷・林経由） 水・金曜日 各１日１便 

（３）平川方面（滝の口・大竹経由） 火・木・金・土曜日 各１日１便 

  ※ 本事業はガウランド行きのバスのみを利用する。 

 

３ 対象者 

（１）市内在住の満６５歳以上の方 

（２）1人で送迎バスの乗り降りが可能で、乗車中の身の安全を介添えなしに確

保できる方 

 

４ 開始時期 ４月２３日（火） 

※３月２２日から市ホームページ、広報そでがうら等で周知を行う。 

 


